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「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健

全
化
に
関
す
る
法
律
｣
に
よ
り
公

表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
財
政

健
全
化
判
断
比
率
（
実
質
赤
字
比

率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実
質

公
債
費
比
率
、
将
来
負
担
比
率
）

お
よ
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、

　

年
度
決
算
に
基
づ
く
指
標
を
公

２４表
し
ま
す
。

健
全
化
判
断
比
率

　
　

年
度
決
算
に
基
づ
く
算
定
結

２４
果
は
、
実
質
赤
字
比
率
お
よ
び
連

結
実
質
赤
字
比
率
が
と
も
に
「
－

（
数
値
な
し
）」
と
な
り
、
早
期
健

全
化
基
準
を
下
回
る
結
果
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
実
質
公
債
費
比

率
は
４
・
６
％
で　

年
度
よ
り
０
・

２３

１
％
の
上
昇
、
将
来
負
担
比
率
は

　

・
８
％
で　

年
度
よ
り
２
・
４

２８

２３

％
の
下
降
と
い
う
結
果
に
な
っ
て

い
ま
す
（
表
１
参
照
）。

　

実
質
公
債
費
比
率
が
上
昇
し
た

理
由
は
、
過
去
に
下
水
道
事
業
特

別
会
計
で
、
低
利
率
の
地
方
債
へ

の
借
り
換
え
を
行
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
据
え
置
き
期
間
後
の
元
金
償

還
額
が
加
算
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
。

　

一
方
で
、
標
準
財
政
規
模
（
※

１
）
の
増
加
や
地
方
債
残
高
の
減

少
に
よ
り
、
実
質
公
債
費
比
率
お

よ
び
将
来
負
担
比
率
は
改
善
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
国
の
定
め
る
基
準
に
基

づ
き
、
適
切
な
財
政
運
営
に
努
め

て
い
き
ま
す
。

（
１
）
実
質
赤
字
比
率

　

実
質
赤
字
比
率
は
、
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
一
般
会
計
な
ど
の

実
質
赤
字
額
の
割
合
を
示
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た

め
、
実
質
赤
字

額
が
な
い
（
実

質
収
支
額
が

黒
字
で
あ
る
）

場
合
は
「
－
（
数
値
な
し
）」
と
な

り
ま
す
。

（
２
）
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

連
結
実
質
赤
字
比
率
は
、
一
般

会
計
の
ほ
か
、
公
営
事
業
全
会
計
、

公
営
企
業
会
計
の
実
質
赤
字
額
の

合
計
が
、
標
準
財
政
規
模
に
占
め

る
割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の

合
計
額
が
赤
字
と
な
ら
な
い
場
合

は
「
－
（
数
値
な
し
）」
と
な
り
ま

す
。

（
３
）
実
質
公
債
費
比
率

　

実
質
公
債
費
比
率
は
、
地
方
債

元
利
償
還
金
、
公
債
費
に
準
ず
る

債
務
負
担
行
為
な
ど
、
実
質
的
な

債
務
全
て
に
関
係
す
る
償
還
額
の

標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
割
合

（
過
去
３
カ
年
の
平
均
）
を
示
し

て
い
ま
す
。

（
４
）
将
来
負
担
比
率

　

将
来
負
担
比
率
は
、
一
般
会
計

が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質
的
な
負

債
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
割

合
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

※
１　

標
準
財
政
規
模
＝
一
般

財
源
ベ
ー
ス
（
市
税
、
普
通
交
付

税
、
地
方
譲
与
税
な
ど
）
で
の
、

地
方
自
治
体
の
標
準
的
な
財
政
規

模
を
示
す
も
の

資
金
不
足
比
率

　

資
金
不
足
比
率
は
、
事
業
規
模

に
対
す
る
資
金
不
足
額
の
割
合
を

示
し
て
い
ま
す
。
東
久
留
米
市
で

は
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計
が
対

象
と
な
っ
て
お
り
、　

年
度
は
資

２４

金
不
足
額
が
な
い
た
め
、
資
金
不

足
比
率
は
「
－
（
数
値
な
し
）」
と

な
っ
て
い
ま
す
（
表
２
参
照
）。

　
早
期
健
全
化
基
準
・
財
政
再
生 

　
基
準
・
経
営
健
全
化
基
準

　

健
全
化
判
断
比
率
の
い
ず
れ
か

が
早
期
健
全
化
基
準
以
上
で
あ
る

場
合
に
は
「
財
政
健
全
化
計
画
」

を
議
会
の
議
決
を
経
て
策
定
し
、

公
表
の
上
、
都
知
事
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
財
政
再
生
基
準
以
上
で

　
　

年
度
に
お
け
る
財
政
健
全
化

２３
判
断
比
率
な
ど
に
つ
い
て
は
、　
２４

年
第
３
回
市
議
会
定
例
会
に
お
い

て
数
値
を
報
告
し
、
広
報
紙
と
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
し
た

が
、
数
値
に
修
正
が
発
生
し
た
た

　

東
村
山
税
務
署
で
は
、
次
の
通

り
「
白
色
申
告
者
の
記
帳
」
や

「
青
色
申
告
決
算
書
の
作
成
」
に

つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

白
色
申
告
者
記
帳
説
明
会

　
【
日
時
】　

月　

日
（
月
）
～　

１１

２５

２７

日
（
水
）
の
午
前　

時
～
正
午
、

１０

午
後
１
時
半
～
４
時
半

　
【
会
場
】一
般
社
団
法
人
東
村
山

青
色
申
告
会
会
館
（
東
村
山
市
本

町
３
ノ
８
ノ　

。
緯
０
４
２
・
３

１６

９
４
・
４
５
２
３
）

　
【
内
容
】　

年
１
月
か
ら
施
行
さ

２６

れ
る
白
色
申
告
者
の
記
帳
義
務
拡

大
に
よ
り
、
記
帳
が
必
要
と
な
る

方
へ
の
記
帳
方
法
な
ど
に
つ
い
て

　
【
対
象
】白
色
申
告
を
し
て
い
る

方
で
事
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る

方青
色
申
告
決
算
説
明
会　

　
【
日
時
】　

月
２
日
（
月
）
午
前

１２

　

時
～
正
午
、
午
後
２
時
～
４
時

１０
　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
内
容
】「
決
算
の
仕
方
」
を
中

心
に
、
確
定
申
告
に
当
た
っ
て
の

留
意
事
項
、
青
色
申
告
決
算
書
の

作
成
要
領
や
消
費
税
な
ど
の
概
要

に
つ
い
て

　
【
対
象
】所
得
税
の
青
色
申
告
を

し
て
い
る
方

　
【
ご
注
意
】各
会
場
と
も
駐
車
場

は
用
意
し
て
い
ま
せ
ん
。
車
で
の

来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
来
場

の
際
に
は
、
筆
記
用
具
を
携
行
し

て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
指
導
担
当
緯
０
４

２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
内
線

４
１
２
）
へ
。

　

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い「
２
」

番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

め
、
修
正
し
た
数
値
を　

年
第
３

２５

回
市
議
会
定
例
会
に
報
告
し
ま
し

た
。

　

修
正
の
内
容
は
、
将
来
負
担
比

率
を
算
出
す
る
際
に
必
要
な
地
方

交
付
税
措
置
が
な
さ
れ
る
地
方
債

の
残
高
に
つ
い
て
、
そ
の
算
定
基

準
と
な
る
時
点
を
誤
っ
て
算
出
し

た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
基
準
財
政
需
要

額
へ
の
算
入
見
込
み
額
を
算
出
す

る
際
に
、　

年
度
末
の
地
方
債
現

２３

在
高
を
用
い
て
算
出
す
べ
き
と
こ

ろ
を
、
公
園
緑
地
事
業
債
と
公
害

防
止
事
業
債
の
２
項
目
に
つ
い
て
、

　

年
度
末
の
地
方
債
現
在
高
の
見

２４込
み
額
を
用
い
た
た
め
、
数
値
を

修
正
し
ま
し
た
。

　

修
正
の
結
果
、　

年
度
決
算
に

２３

基
づ
く
将
来
負
担
比
率
は　

・
２

３１

％
と
な
り
、
修
正
前
の　

・
４
％

３４

か
ら
３
・
２
％
下
降
し
ま
し
た（
表

３
参
照
）。

　

詳
し
く
は
、財
政
課
緯
４
７
０
・

７
７
０
６
へ
。

あ
る
場
合
に
は「
財
政
再
生
計
画
」

を
議
会
の
議
決
を
経
て
策
定
し
、

公
表
の
上
、
都
知
事
経
由
で
総
務

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
も
、

そ
の
比
率
が
経
営
健
全
化
基
準
以

上
で
あ
る
場
合
に
は
「
経
営
健
全

化
計
画
」
を
議
会
の
議
決
を
経
た

上
で
策
定
し
、
公
表
の
上
、
都
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

年
度
決
算
に
基
づ
く

２４市
の
財
政
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
を

公
表
し
ま
す

 表１　２４年度 健全化判断比率 ※（　　）は前年度数値。単位％

将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率実質赤字比率

２８．８
（３１．２）

４．６
（４．５）

－
（－）

－
（－）東久留米市比率

３５０．０
（３５０．０）

２５．０
（２５．０）

１７．３７
（１７．３７）

１２．３７
（１２．３７）早期健全化基準

３５．０
（３５．０）

３０．０
（３０．０）

２０．０
（２０．０）財政再生基準

表２　２４年度資本不足比率
※（　）は前年度数値。単位％

資金不足比率

－
（－）東久留米市比率

２０．０
（２０．０）経営健全化基準

 表３　２３年度 健全化判断比率 （単位％）

将来負担比率実質公債費比率連結実質赤字比率実質赤字比率

３１．２
（修正前３４.４）

４．５
（修正なし）

－
（修正なし）

－
（修正なし）東久留米市比率

３５０．０２５．０１７．３７１２．３７早期健全化基準

３５．０３０．０２０．０財政再生基準

表４　２３年度資本不足比率
（単位％）

資金不足比率
（下水道事業会計）

－
（修正なし）東久留米市比率

２０．０経営健全化基準

２５年度市税などの納期一覧

後期高齢者
医療保険料

国民健康
保険税

市・都民税
（普通徴収）

固定資産税・
都市計画税

５期
（１２／２）

５期
（１２／２）

１１月

６期
（１２／２５）

６期
（１２／２５）

３期
（１２／２５）

１２月

７期
（１／３１）

７期
（１／３１）

４期
（１／３１）

２６年
１月

８期
（２／２８）

８期
（２／２８）

４期
（２／２８）

２月

９期
（３／２５）

３月

白
色
記
帳
・
青
色
決
算
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
立
候
補
予
定
者

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
度
決
算
に
基
づ
く

２３

財
政
健
全
化
判
断
比
率
の
修
正

　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
機
器
更
新
の
た
め
、　

月　

日

１１

２０

（
水
）
は
、
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

利
用
し
た
次
の
手
続
き
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

　

①
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付

②
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
よ
る

特
例
転
出
入
届
③
国
外
か
ら
の
転

入
届
④
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

発
行
⑤
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

継
続
利
用
手
続
き
⑥
住
所
や
氏
名

が
変
更
さ
れ
た
と
き
の
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
券
面
記
載
事
項
の
修

正
⑦
電
子
証
明
書
の
発
行
お
よ
び

更
新
⑧
電
子
証
明
書
の
失
効

　

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

緯
４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

　

納
期
限
内
に
納
付
の
な
か
っ
た

方
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
の
送

付
、
あ
る
い
は
電
話
に
よ
る
納
税

催
告
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
費
用
は
全
て
税
金
か
ら
支
出

し
て
い
ま
す
。
納
期
限
内
に
納
付

す
る
方
が
増
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

事
務
に
掛
か
る
費
用
を
節
減
で
き
、

ほ
か
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
回
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
限
内
に
市
税
な
ど

の
納
付
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
延

滞
金
（
年
率　

・
６
％
。
納
期
限

１４

か
ら
１
カ
月
ま
で
は
４
・
３
％
。

　

年
中
）
を
併
せ
て
納
付
い
た
だ

２５く
ほ
か
、
滞
納
処
分
が
執
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

お
手
持
ち
の
納
税
通
知
書
で
納

期
限
内
に
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
（
各
税
・

料
ご
と
の
納
期
限
は
左
の
、「　

年
２５

度
市
税
な
ど
の
納
期
一
覧
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）。

　
　

月
２
日
（
月
）
は
、
国
民
健

１２
康
保
険
税
第
５
期
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
第
５
期
の
納
期
限
で

　

東
久
留
米
市
議
会
議
員
補
欠
選

挙
が
、　

月　

日
（
日
）
告
示
、

１２

１５

　

月　

日
（
日
）
投
票
日
で
執
行

１２

２２

さ
れ
ま
す
。

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
市
議

会
議
員
補
欠
選
挙
の
立
候
補
予
定

者
へ
の
説
明
会
を
、
次
の
通
り
開

催
し
ま
す
。

　

立
候
補
予
定
者
と
関
係
者
の
方

は
、
必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）
午
前

１１

１６

９
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
持
ち
物
】
筆
記
用
具
、
印
鑑

（
立
候
補
関
係
書
類
受
領
者
の
も

の
）。　

※
説
明
会
受
付
表
に
記
載

の
た
め
①
立
候
補
予
定
者
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
②
住
所
③
本
籍
④

生
年
月
日
⑤
党
派
⑥
職
業
⑦
電
話

番
号
⑧
連
絡
先
（
担
当
者
氏
名
・

住
所
・
電
話
番
号
）
⑨
報
道
機
関

な
ど
へ
の
公
表
の
可
否
を
、
あ
ら

か
じ
め
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
緯
４
７
０
・
７
７
７
７
へ
。

市
税
な
ど
は
納
期
限
内
に
ご
納
付
を

　

月　

日
（
水
）

１１

２０

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

し
た
手
続
き
の
一
部
を
停
止
し
ま
す

す
。　
　

最
寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
緯
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。


